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土地家屋調査士法          

                           昭和25年７月31日 

                                                                              法 律 第  2 2 8 号 

 

改正 昭和26年６月４日 法律第195号 
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〃  同 11年12月22日 同 第160号 

〃  同 13年６月８日 同 第 41号 
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〃  同 16年６月２日 同 第 76号 

〃  同 16年６月９日 同 第 87号 

〃  同 16年６月18日 同 第124号 

〃  同 17年４月13日 同 第 29号 

〃  同 17年７月26日 同 第 87号 

〃  同 18年６月２日 同 第 50号 

〃  同 23年５月25日 同 第 53号 

〃  同 23年６月24日 同 第 74号 
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第１章 総 則 

 

（土地家屋調査士の使命） 

第１条 土地家屋調査士（以下「調査士」という。）

は，不動産の表示に関する登記及び土地の筆界（不

動産登記法（平成16年法律第123号）第123条第１号

に規定する筆界をいう。第３条第１項第７号及び第

25条第２項において同じ。）を明らかにする業務の

専門家として，不動産に関する権利の明確化に寄与

し，もつて国民生活の安定と向上に資することを使

命とする。 

 

（職 責） 

第２条 調査士は，常に品位を保持し，業務に関する

法令及び実務に精通して，公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。 

 

（業 務） 

第３条 調査士は，他人の依頼を受けて，次に掲げる

事務を行うことを業とする。 

⑴ 不動産の表示に関する登記について必要な土

地又は家屋に関する調査又は測量 

⑵ 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれ

に関する審査請求の手続についての代理 

⑶ 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれ

に関する審査請求の手続について法務局又は地

方法務局に提出し，又は提供する書類又は電磁

的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知

覚によつては認識することができない方式で作

られる記録であつて，電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。第５号において

同じ。）の作成 

⑷ 筆界特定の手続（不動産登記法第６章第２節の

規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請

の却下に関する審査請求の手続をいう。次号に

おいて同じ。）についての代理 

⑸ 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局

に提出し，又は提供する書類又は電磁的記録の

作成 

⑹ 前各号に掲げる事務についての相談 

⑺ 土地の筆界が現地において明らかでないこと

を原因とする民事に関する紛争に係る民間紛

争解決手続（民間事業者が，紛争の当事者が和

解をすることができる民事上の紛争について，

紛争の当事者双方からの依頼を受け，当該紛争

の当事者との間の契約に基づき，和解の仲介を

行う裁判外紛争解決手続（訴訟手続によらずに

民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当

事者のため，公正な第三者が関与して，その解

決を図る手続をいう。）をいう。）であつて当該

紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うこと

ができると認められる団体として法務大臣が

指定するものが行うものについての代理 

⑻ 前号に掲げる事務についての相談 

２ 前項第７号及び第８号に規定する業務（以下「民
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間紛争解決手続代理関係業務」という。）は，次の

いずれにも該当する調査士に限り，行うことができ

る。この場合において，同項第７号に規定する業務

は，弁護士が同一の依頼者から受任している事件に

限り，行うことができる。 

 ⑴ 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省

令で定める法人が実施する研修であつて法務大

臣が指定するものの課程を修了した者であるこ

と 

 ⑵ 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民

間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な

能力を有すると認定した者であること 

 ⑶ 土地家屋調査士会（以下「調査士会」という。）

の会員であること 

３ 法務大臣は，次のいずれにも該当するものと認め

られる研修についてのみ前項第１号の指定をする

ものとする。 

 ⑴ 研修の内容が，民間紛争解決手続代理関係業務

を行うのに必要な能力の習得に十分なものとし

て法務省令で定める基準を満たすものであるこ

と 

 ⑵ 研修の実施に関する計画が，その適正かつ確実

な実施のために適切なものであること 

 ⑶ 研修を実施する法人が，前号の計画を適正かつ

確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的

基礎を有するものであること 

４ 法務大臣は，第２項第１号の研修の適正かつ確実

な実施を確保するために必要な限度において，当該

研修を実施する法人に対し，当該研修に関して，必

要な報告若しくは資料の提出を求め，又は必要な命

令をすることができる。 

５ 調査士は，第２項第２号の規定による認定を受け

ようとするときは，政令で定めるところにより，手

数料を納めなければならない。 

 

 

（資 格） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は，調査士

となる資格を有する。 

 ⑴ 土地家屋調査士試験に合格した者 

 ⑵ 法務局又は地方法務局において不動産の表示に

関する登記の事務に従事した期間が通算して10

年以上になる者であつて，法務大臣が前条第１

項第１号から第６号までに規定する業務を行う

のに必要な知識及び技能を有すると認めたもの 

 

（欠格事由） 

第５条 次に掲げる者は，調査士となる資格を有しな

い。 

 ⑴ 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わり，

又は執行を受けることがなくなつてから３年を

経過しない者 

 ⑵ 未成年者 

 ⑶ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

⑷ 公務員であつて懲戒免職の処分を受け，その処

分の日から３年を経過しない者 

⑸ 第42条の規定により業務の禁止の処分を受け，

その処分の日から３年を経過しない者 

⑹ 測量法（昭和24年法律第188号）第52条第２号の

規定により，登録の抹消の処分を受け，その処

分の日から３年を経過しない者 

⑺ 建築士法（昭和25年法律第202号）第10条の規定

により免許の取消しの処分を受け，その処分の

日から３年を経過しない者 

⑻ 司法書士法（昭和25年法律第197号）第47条の規

定により業務の禁止の処分を受け，その処分の

日から３年を経過しない者 

 

第２章 土地家屋調査士試験 

 

（試験の方法及び内容等） 

第６条 法務大臣は，毎年１回以上，土地家屋調査士
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試験を行わなければならない。 

２ 前項の試験は，筆記及び口述の方法により行う。 

３ 筆記試験は，不動産の表示に関する登記について

必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能につ

いて行う。 

⑴ 土地及び家屋の調査及び測量 

⑵ 申請手続及び審査請求の手続 

４ 口述試験は，筆記試験に合格した者につき，前項

第２号に掲げる事項に関する知識について行う。 

５ 次の各号に掲げる者に対しては，その申請により，

それぞれ当該各号に定める試験を免除する。 

⑴ 測量士若しくは測量士補又は一級建築士若し

くは二級建築士となる資格を有する者 第３

項第１号に掲げる事項についての筆記試験 

⑵ 筆記試験に合格した者 次回の第１項の試験

の筆記試験及びその後に行われる第１項の試

験における前号に定める筆記試験 

⑶ 筆記試験の受験者であつて，第３項第１号に掲

げる事項に関して筆記試験に合格した者と同

等以上の知識及び技能を有するものとして法

務大臣が認定した者（前号に掲げる者を除く。） 

その後に行われる第１項の試験における第１

号に定める筆記試験 

６ 法務大臣は，第１項の試験の実施について国土交

通大臣の意見を聴かなければならない。 

７ 第１項の試験を受けようとする者は，政令の定め

るところにより，受験手数料を納めなければならな

い。 

 

（土地家屋調査士試験委員） 

第７条 法務省に，前条第１項の試験の問題の作成及

び採点を行なわせるため，土地家屋調査士試験委員

を置く。 

２ 土地家屋調査士試験委員は，前条第１項の試験を

行なうについて必要な学識経験のある者のうちか

ら，試験ごとに，法務大臣が任命する。 

３ 前２項に定めるもののほか，土地家屋調査士試験

委員に関し必要な事項は，政令で定める。 

 

第３章 登 録 

 

（土地家屋調査士名簿の登録） 

第８条 調査士となる資格を有する者が調査士とな

るには，日本土地家屋調査士会連合会（以下「調査

士会連合会」という。）に備える土地家屋調査士名

簿に，氏名，生年月日，事務所の所在地，所属する

土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の

登録を受けなければならない。 

２ 土地家屋調査士名簿の登録は，調査士会連合会が

行う。 

 

（登録の申請） 

第９条 前条第１項の登録を受けようとする者は，そ

の事務所を設けようとする地を管轄する法務局又

は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会

を経由して，調査士会連合会に登録申請書を提出し

なければならない。 

２ 前項の登録申請書には，前条第１項の規定により

登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事

項を記載し，調査士となる資格を有することを証す

る書類を添付しなければならない。 

 

（登録の拒否） 

第10条 調査士会連合会は，前条第１項の規定による

登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず，

又は次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は，その登録を拒否しなければならない。この場合

において，当該申請者が第２号又は第３号に該当す

ることを理由にその登録を拒否しようとするとき

は，第62条に規定する登録審査会の議決に基づいて

しなければならない。 

⑴ 第52条第１項の規定による入会の手続をとら
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ないとき 

⑵ 心身の故障により調査士の業務を行うことが

できないとき 

⑶ 調査士の信用又は品位を害するおそれがある

ときその他調査士の職責に照らし調査士とし

ての適格性を欠くとき 

２ 調査士会連合会は，当該申請者が前項第２号又は

第３号に該当することを理由にその登録を拒否し

ようとするときは，あらかじめ，当該申請者にその

旨を通知して，相当の期間内に自ら又はその代理人

を通じて弁明する機会を与えなければならない。 

 

（登録に関する通知） 

第11条 調査士会連合会は，第９条第１項の規定によ

る登録の申請を受けた場合において，登録をしたと

きはその旨を，登録を拒否したときはその旨及びそ

の理由を当該申請者に書面により通知しなければ

ならない。 

 

（登録を拒否された場合の審査請求） 

第12条 第10条第１項の規定により登録を拒否され

た者は，当該処分に不服があるときは，法務大臣に

対して審査請求をすることができる。 

２ 第９条第１項の規定による登録の申請をした者は，

その申請の日から３月を経過しても当該申請に対

して何らの処分がされないときは，当該登録を拒否

されたものとして，法務大臣に対して審査請求をす

ることができる。 

３ 前２項の場合において，法務大臣は，行政不服審

査法（平成26年法律第68号）第25条第２項及び第３

項並びに第46条第２項の規定の適用については，調

査士会連合会の上級行政庁とみなす。 

 

（所属する調査士会の変更の登録） 

第13条 調査士は，他の法務局又は地方法務局の管轄

区域内に事務所を移転しようとするときは，その管

轄区域内に設立された調査士会を経由して，調査士

会連合会に，所属する調査士会の変更の登録の申請

をしなければならない。 

２ 調査士は，前項の変更の登録の申請をするときは，

現に所属する調査士会にその旨を届け出なければ

ならない。 

３ 第１項の申請をした者が第52条第１項の規定によ

る入会の手続をとつていないときは，調査士会連合

会は，変更の登録を拒否しなければならない。 

４ 前２条の規定は，第１項の変更の登録の申請に準

用する。 

 

（登録事項の変更の届出） 

第14条 調査士は，土地家屋調査士名簿に登録を受け

た事項に変更（所属する調査士会の変更を除く。）が

生じたときは，遅滞なく，所属する調査士会を経由

して，調査士会連合会にその旨を届け出なければな

らない。 

 

（登録の取消し） 

第15条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場

合には，調査士会連合会は，その登録を取り消さな

ければならない。 

⑴ その業務を廃止したとき 

 ⑵ 死亡したとき 

⑶ 調査士となる資格を有しないことが判明した

とき 

⑷ 第５条各号（第２号を除く。）のいずれかに該

当するに至つたとき 

２ 調査士が前項各号に該当することとなつたときは，

その者又はその法定代理人若しくは相続人は，遅滞

なく，当該調査士が所属し，又は所属していた調査

士会を経由して，調査士会連合会にその旨を届け出

なければならない。 

 

 



 

 - 311 -

第16条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場

合には，調査士会連合会は，その登録を取り消すこ

とができる。 

⑴ 引き続き２年以上業務を行わないとき 

 ⑵ 心身の故障により業務を行うことができないと

き 

２ 調査士が心身の故障により業務を行うことができ

ないおそれがある場合として法務省令で定める場

合に該当することとなつたときは，その者又はその

法定代理人若しくは同居の親族は，遅延なく，当該

調査士が所属する調査士会を経由して，調査士会連

合会にその旨を届け出るものとする。 

３ 調査士会連合会は，第１項の規定により登録を取

り消したときは，その旨及びその理由を当該調査士

に書面により通知しなければならない。 

４ 第10条第１項後段の規定は，第１項の規定による

登録の取消しに準用する。 

 

（登録拒否に関する規定の準用） 

第17条 第12条第１項及び第３項の規定は，第15条第

１項又は前条第１項の規定による登録の取消しに

準用する。この場合において，第12条第３項中「第

46条第２項」とあるのは，「第46条第１項」と読み

替えるものとする。 

 

（登録及び登録の取消しの公告） 

第18条 調査士会連合会は，調査士の登録をしたとき，

及びその登録の取消しをしたときは，遅滞なく，そ

の旨を官報をもつて公告しなければならない。 

 

（登録事務に関する報告等） 

第19条 法務大臣は，必要があるときは，調査士会連

合会に対し，その登録事務に関し，報告若しくは資

料の提出を求め，又は勧告をすることができる。 

 

 

第４章 土地家屋調査士の義務 

 

（事務所） 

第20条 調査士は，法務省令の定める基準に従い，事

務所を設けなければならない。 

 

（帳簿及び書類） 

第21条 調査士は，法務省令の定めるところにより，

業務に関する帳簿を備え，且つ，関係書類を保存し

なければならない。 

 

（依頼に応ずる義務） 

第22条 調査士は，正当な事由がある場合でなければ，

依頼（第３条第１項第４号及び第６号（第４号に関

する部分に限る。）に規定する業務並びに民間紛争

解決手続代理関係業務に関するものを除く。）を拒

んではならない。 

 

 （業務を行い得ない事件） 

第22条の２ 調査士は，公務員として職務上取り扱つ

た事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つ

た事件については，その業務を行つてはならない。 

２ 調査士は，次に掲げる事件については，第３条第

１項第４号から第６号（第４号及び第５号に関する

部分に限る。）までに規定する業務（以下「筆界特

定手続代理関係業務」という。）を行つてはならな

い。ただし，第３号及び第７号に掲げる事件につい

ては，受任している事件の依頼者が同意した場合は，

この限りでない。 

 ⑴ 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手

続代理関係業務に関するものとして，相手方の

協議を受けて賛助し，又はその依頼を承諾した

事件 

 ⑵ 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手

続代理関係業務に関するものとして相手方の協

議を受けた事件で，その協議の程度及び方法が
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信頼関係に基づくと認められるもの 

 ⑶ 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手

続代理関係業務に関するものとして受任してい

る事件（第３条第１項第５号に規定する業務に

関するものとして受任しているものを除く。第

７号において同じ。）の相手方からの依頼による

他の事件 

 ⑷ 調査士法人（第26条に規定する調査士法人をい

う。以下この条において同じ。）の社員又は使用

人である調査士としてその業務に従事していた

期間内に，当該調査士法人が，筆界特定手続代

理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務

に関するものとして，相手方の協議を受けて賛

助し，又はその依頼を承諾した事件であつて，

自らこれに関与したもの 

 ⑸ 調査士法人の社員又は使用人である調査士とし

てその業務に従事していた期間内に，当該調査

士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛

争解決手続代理関係業務に関するものとして相

手方の協議を受けた事件で，その協議の程度及

び方法が信頼関係に基づくと認められるもので

あつて，自らこれに関与したもの 

 ⑹ 調査士法人の使用人である場合に，当該調査士

法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又

は民間紛争解決手続代理関係業務に関するもの

として受任している事件 

 ⑺ 調査士法人の使用人である場合に，当該調査士

法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争

解決手続代理関係業務に関するものとして受任

している事件（当該調査士が自ら関与している

ものに限る。）の相手方からの依頼による他の事

件 

３ 第３条第２項に規定する調査士は，前項各号に掲

げる事件及び次に掲げる事件については，民間紛争

解決手続代理関係業務を行つてはならない。ただし，

同項第３号及び第７号に掲げる事件並びに第２号

に掲げる事件については，受任している事件の依頼

者が同意した場合は，この限りでない。 

 ⑴ 調査士法人（民間紛争解決手続代理関係業務を

行うことを目的とする調査士法人を除く。次号

において同じ。）の社員である場合に，当該調査

士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務

に関するものとして受任している事件 

 ⑵ 調査士法人の社員である場合に，当該調査士法

人が筆界特定手続代理関係業務に関するものと

して受任している事件（当該調査士が自ら関与

しているものに限り，第３条第１項第５号に規

定する業務に関するものとして受任しているも

のを除く。）の相手方からの依頼による他の事件 

 

（虚偽の調査，測量の禁止） 

第23条 調査士は，その業務に関して虚偽の調査又は

測量をしてはならない。 

 

（会則の遵守義務） 

第24条 調査士は，その所属する調査士会及び調査士

会連合会の会則を守らなければならない。 

 

 （秘密保持の義務） 

第24条の２ 調査士又は調査士であつた者は，正当な

事由がある場合でなければ，業務上取り扱つた事件

について知ることのできた秘密を他に漏らしては

ならない。 

 

（研 修） 

第25条 調査士は，その所属する調査士会及び調査士

会連合会が実施する研修を受け，その資質の向上を

図るように努めなければならない。 

２ 調査士は，その業務を行う地域における土地の筆

界を明らかにするための方法に関する慣習その他

の調査士の業務についての知識を深めるよう努め

なければならない。 
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第５章 土地家屋調査士法人 

 

（設 立） 

第26条 調査士は，この章の定めるところにより，土

地家屋調査士法人（調査士の業務を行うことを目的

として，調査士が設立した法人をいう。以下「調査

士法人」という。）を設立することができる。 

 

（名 称） 

第27条 調査士法人は，その名称中に土地家屋調査士

法人という文字を使用しなければならない。 

 

（社員の資格） 

第28条 調査士法人の社員は，調査士でなければなら

ない。 

２ 次に掲げる者は，社員となることができない。 

⑴ 第42条の規定により業務の停止の処分を受け，

当該業務の停止の期間を経過しない者 

⑵ 第43条第１項の規定により調査士法人が解散又

は業務の全部の停止の処分を受けた場合におい

て，その処分を受けた日以前30日内にその社員

であつた者でその処分を受けた日から３年(業

務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては，

当該業務の全部の停止の期間）を経過しないも

の 

⑶ 調査士会の会員でない者  

 

（業務の範囲） 

第29条 調査士法人は，第３条第１項第１号から第６

号までに規定する業務を行うほか，定款で定めると

ころにより，次に掲げる業務を行うことができる。 

 ⑴ 法令等に基づきすべての調査士が行うことがで

きるものとして法務省令で定める業務の全部又

は一部 

 ⑵ 民間紛争解決手続代理関係業務 

２ 民間紛争解決手続代理関係業務は，社員のうちに

第３条第２項に規定する調査士がある調査士法人

（調査士会の会員であるものに限る。）に限り，行

うことができる。 

 

（登 記） 

第30条 調査士法人は，政令で定めるところにより，

登記をしなければならない。 

２ 前項の規定により登記をしなければならない事項

は，登記の後でなければ，これをもつて第三者に対

抗することができない。 

 

（設立の手続） 

第31条 調査士法人を設立するには，その社員となろ

うとする調査士が，定款を定めなければならない。 

２ 会社法（平成17年法律第86号）第30条第１項の規

定は，調査士法人の定款について準用する。 

３ 定款には，少なくとも次に掲げる事項を記載しな

ければならない。 

 ⑴ 目的 

 ⑵ 名称 

 ⑶ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地 

 ⑷ 社員の氏名及び住所 

 ⑸ 社員の出資に関する事項 

 

（成立の時期） 

第32条 調査士法人は，その主たる事務所の所在地に

おいて設立の登記をすることによつて成立する。 

 

（成立の届出） 

第33条 調査士法人は，成立したときは，成立の日か

ら２週間以内に，登記事項証明書及び定款の写しを

添えて，その旨を，その主たる事務所の所在地を管

轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立

された調査士会（以下「主たる事務所の所在地の調

査士会」という。）及び調査士会連合会に届け出な

ければならない。 
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（定款の変更） 

第34条 調査士法人は，定款に別段の定めがある場合

を除き，総社員の同意によつて，定款の変更をする

ことができる。 

２ 調査士法人は，定款を変更したときは，変更の日

から２週間以内に，変更に係る事項を，主たる事務

所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け

出なければならない。 

 

（業務の執行） 

第35条 調査士法人の社員は，すべて業務を執行する

権利を有し，義務を負う。 

２ 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的

とする調査士法人における民間紛争解決手続代理

関係業務については，前項の規定にかかわらず，第

３条第２項に規定する調査士である社員（以下「特

定社員」という。）のみが業務を執行する権利を有

し，義務を負う。 

 

（法人の代表） 

第35条の２ 調査士法人の社員は，各自調査士法人を

代表する。ただし，定款又は総社員の同意によつて，

社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定め

ることを妨げない。 

２ 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的

とする調査士法人における民間紛争解決手続代理

関係業務については，前項本文の規定にかかわらず，

特定社員のみが，各自調査士法人を代表する。ただ

し，当該特定社員の全員の同意によつて，当該特定

社員のうち特に民間紛争解決手続代理関係業務に

ついて調査士法人を代表すべきものを定めること

を妨げない。 

３ 第１項の規定により調査士法人を代表する社員は，

調査士法人の業務（前項の民間紛争解決手続代理関

係業務を除く。）に関する一切の裁判上又は裁判外

の行為をする権限を有する。 

４ 前項の権限に加えた制限は，善意の第三者に対抗

することができない。 

５ 第１項の規定により調査士法人を代表する社員は，

定款によつて禁止されていないときに限り，特定の

行為の代理を他人に委任することができる。 

 

（社員の責任） 

第35条の３ 調査士法人の財産をもつてその債務を

完済することができないときは，各社員は，連帯し

て，その弁済の責任を負う。 

２ 調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏

しなかつたときも，前項と同様とする。 

３ 前項の規定は，社員が調査士法人に資力があり，

かつ，執行が容易であることを証明したときは，適

用しない。 

４ 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的

とする調査士法人が民間紛争解決手続代理関係業

務に関し依頼者に対して負担することとなつた債

務を当該調査士法人の財産をもつて完済すること

ができないときは，第１項の規定にかかわらず，特

定社員（当該調査士法人を脱退した特定社員を含む。

以下この条において同じ。）が，連帯して，その弁

済の責任を負う。ただし，当該調査士法人を脱退し

た特定社員については，当該債務が脱退後の事由に

より生じた債務であることを証明した場合は，この

限りでない。 

５ 前項本文に規定する債務についての調査士法人の

財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたと

きは，第２項及び第３項の規定にかかわらず，特定

社員が当該調査士法人に資力があり，かつ，執行が

容易であることを証明した場合を除き，前項と同様

とする。 

６ 会社法第612条の規定は，調査士法人の社員の脱退

について準用する。ただし，第４項本文に規定する

債務については，この限りでない。 
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（社員であると誤認させる行為をした者の責任） 

第35条の４ 社員でない者が自己を社員であると誤認

させる行為をしたときは，当該社員でない者は，そ

の誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対

し，社員と同一の責任を負う。 

 

（社員の常駐） 

第36条 調査士法人は，その事務所に，当該事務所の

所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域

内に設立された調査士会の会員である社員を常駐さ

せなければならない。 

 

（民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い） 

第36条の２ 民間紛争解決手続代理関係業務を行う

ことを目的とする調査士法人は，特定社員が常駐し

ていない事務所においては，民間紛争解決手続代理

関係業務を取り扱うことができない。 

 

（特定の事件についての業務の制限） 

第36条の３ 調査士法人は，次に掲げる事件について

は，筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。

ただし，第３号に掲げる事件については，受任して

いる事件の依頼者が同意した場合は，この限りでな

い。 

 ⑴ 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手

続代理関係業務に関するものとして，相手方の

協議を受けて賛助し，又はその依頼を承諾した

事件 

 ⑵ 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手

続代理関係業務に関するものとして相手方の協

議を受けた事件で，その協議の程度及び方法が

信頼関係に基づくと認められるもの 

 ⑶ 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手

続代理関係業務に関するものとして受任してい

る事件（第３条第１項第５号に規定する業務と

して受任している事件を除く。）の相手方からの

依頼による他の事件 

 ⑷ 使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務

又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するも

のとして受任している事件 

 ⑸ 第22条の２第１項に規定する事件，同条第２項

第１号から第５号までに掲げる事件又は同条第

３項に規定する同条第２項第１号から第５号ま

でに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆

界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続

代理関係業務を行つてはならないこととされる

事件 

 ⑹ 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目

的とする調査士法人以外の調査士法人にあつて

は，第３条第２項に規定する調査士である社員

が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に

関するものとして受任している事件 

２ 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的

とする調査士法人は，次に掲げる事件については，

民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならな

い。 

 ⑴ 前項第１号から第４号までに掲げる事件 

 ⑵ 第22条の２第１項に規定する事件，同条第２項

第１号から第５号までに掲げる事件又は同条第

３項に規定する同条第２項第１号から第５号ま

でに掲げる事件として特定社員の半数以上の者

が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決

手続代理関係業務を行つてはならないこととさ

れる事件 

 

（社員の競業の禁止） 

第37条 調査士法人の社員は，自己若しくは第三者の

ためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務

を行い，又は他の調査士法人の社員となつてはなら

ない。 

２ 調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又

は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に
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属する業務を行つたときは，当該業務によつて当該

社員又は第三者が得た利益の額は，調査士法人に生

じた損害の額と推定する。 

 

（法定脱退） 

第38条 調査士法人の社員は，次に掲げる理由によつ

て脱退する。 

⑴ 調査士の登録の取消し 

⑵ 定款に定める理由の発生 

⑶ 総社員の同意 

⑷ 第28条第２項各号のいずれかに該当すること

となつたこと 

⑸ 除名 

 

（解 散） 

第39条 調査士法人は，次に掲げる理由によつて解散

する。 

⑴ 定款に定める理由の発生 

⑵ 総社員の同意 

⑶ 他の調査士法人との合併  

⑷ 破産手続開始の決定 

⑸ 解散を命ずる裁判 

⑹ 第43条第１項第３号の規定による解散の処分 

⑺ 社員の欠亡 

２ 調査士法人は，前項第３号の事由以外の事由によ

り解散したときは，解散の日から２週間以内に，そ

の旨を，主たる事務所の所在地の調査士会及び調査

士会連合会に届け出なければならない。 

３ 調査士法人の清算人は，調査士でなければならな

い。 

 

（調査士法人の継続） 

第39条の２ 調査士法人の清算人は，社員の死亡によ

り前条第１項第７号に該当するに至つた場合に限り，

当該社員の相続人（第41条第３項において準用する

会社法第675条において準用する同法第608条第５項

の規定により社員の権利を行使する者が定められて

いる場合はその者）の同意を得て，新たに社員を加

入させて調査士法人を継続することができる。 

 

（裁判所による監督） 

第39条の３ 調査士法人の解散及び清算は，裁判所の

監督に属する。 

２ 裁判所は，職権で，いつでも前項の監督に必要な

検査をすることができる。 

３ 調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は，

法務大臣に対し，意見を求め，又は調査を嘱託する

ことができる。 

４ 法務大臣は，前項に規定する裁判所に対し，意見

を述べることができる。 

 

（解散及び清算の監督に関する事件の管轄） 

第39条の４ 調査士法人の解散及び清算の監督に関

する事件は，その主たる事務所の所在地を管轄する

地方裁判所の管轄に属する。 

 

（検査役の選任） 

第39条の５ 裁判所は，調査士法人の解散及び清算の

監督に必要な調査をさせるため，検査役を選任する

ことができる。 

２ 前項の検査役の選任の裁判に対しては，不服を申

し立てることができない。 

３ 裁判所は，第１項の検査役を選任した場合には，

調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額

を定めることができる。この場合においては，裁判

所は，当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなけ

ればならない。 

 

（合 併） 

第40条 調査士法人は，総社員の同意があるときは，

他の調査士法人と合併することができる。 

２ 合併は，合併後存続する調査士法人又は合併によ
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り設立する調査士法人が，その主たる事務所の所在

地において登記することによつて，その効力を生ず

る。 

３ 調査士法人は，合併したときは，合併の日から２

週間以内に，登記事項証明書（合併により設立する

調査士法人にあつては，登記事項証明書及び定款の

写し）を添えて，その旨を，主たる事務所の所在地

の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければ

ならない。 

４ 合併後存続する調査士法人又は合併により設立す

る調査士法人は，当該合併により消滅する調査士法

人の権利義務を承継する。 

 

（債権者の異議等） 

第40条の２ 合併をする調査士法人の債権者は，当該

調査士法人に対し，合併について異議を述べること

ができる。 

２ 合併をする調査士法人は，次に掲げる事項を官報

に公告し，かつ，知れている債権者には，各別にこ

れを催告しなければならない。ただし，第３号の期

間は，１か月を下ることができない。 

⑴ 合併をする旨 

⑵ 合併により消滅する調査士法人及び合併後存

続する調査士法人又は合併により設立する調

査士法人の名称及び主たる事務所の所在地 

⑶ 債権者が一定の期間内に異議を述べることが

できる旨 

３ 前項の規定にかかわらず，合併をする調査士法人

が同項の規定による公告を，官報のほか，第６項に

おいて準用する会社法第939条第１項の規定による

定款の定めに従い，同項第２号又は第３号に掲げる

方法によりするときは，前項の規定による各別の催

告は，することを要しない。 

４ 債権者が第２項第３号の期間内に異議を述べなか

つたときは，当該債権者は，当該合併について承認

をしたものとみなす。 

５ 債権者が第２項第３号の期間内に異議を述べたと

きは，合併をする調査士法人は，当該債権者に対し，

弁済し，若しくは相当の担保を提供し，又は当該債

権者に弁済を受けさせることを目的として信託会

社等（信託会社及び信託業務を営む金融機関（金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法

律第43号）第１条第１項の認可を受けた金融機関を

いう。）をいう。）に相当の財産を信託しなければな

らない。ただし，当該合併をしても当該債権者を害

するおそれがないときは，この限りでない。 

６ 会社法第939条第１項（第２号及び第３号に係る部

分に限る。）及び第３項，第940条第１項（第３号に

係る部分に限る。）及び第３項，第941条，第946条，

第947条，第951条第２項，第953条並びに第955条の

規定は，調査士法人が第２項の規定による公告をす

る場合について準用する。この場合において，同法

第939条第１項及び第３項中「公告方法」とあるの

は「合併の公告の方法」と，同法第946条第３項中

「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとす

る。 

 

（合併の無効の訴え） 

第40条の３ 会社法第828条第１項（第７号及び第８号

に係る部分に限る。）及び第２項（第７号及び第８号

に係る部分に限る。），第834条（第７号及び第８号

に係る部分に限る。），第835条第１項，第836条第２

項及び第３項，第837条から第839条まで，第843条

（第１項第３号及び第４号並びに第２項ただし書

を除く。）並びに第846条の規定は調査士法人の合併

の無効の訴えについて，同法第868条第６項，第870

条第２項（第６号に係る部分に限る。），第870条の

２，第871条本文，第872条（第５号に係る部分に限

る。），第872条の２，第873条本文，第875条及び第

876条の規定はこの条において準用する同法第843

条第４項の申立てについて，それぞれ準用する。 
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（調査士に関する規定等の準用） 

第41条 第１条，第２条，第20条から第22条まで及び

第24条の規定は，調査士法人について準用する。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成18年法律第48号）第４条並びに会社法第600条，

第614条から第619条まで，第621条及び第622条の規

定は調査士法人について，同法第581条，第582条，

第585条第１項及び第４項，第586条，第593条，第

595条，第596条，第601条，第605条，第606条，第

609条第１項及び第２項，第611条（第１項ただし書

を除く。）並びに第613条の規定は調査士法人の社員

について，同法第859条から第862条までの規定は調

査士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利

及び代表権の消滅の訴えについて，それぞれ準用す

る。この場合において，同法第613条中「商号」と

あるのは「名称」と，同法第859条第２号中「第594

条第１項（第598条第２項において準用する場合を

含む。）」とあるのは「土地家屋調査士法（昭和25年

法律第228号）第37条第１項」と読み替えるものと

する。 

３ 会社法第644条（第３号を除く。），第645条から第

649条まで，第650条第１項及び第２項，第651条第

１項及び第２項（同法第594条の準用に係る部分を

除く。），第652条，第653条，第655条から第659条ま

で，第662条から第664条まで，第666条から第673条

まで，第675条，第863条，第864条，第868条第１項，

第869条，第870条第１項（第１号及び第２号に係る

部分に限る。），第871条，第872条（第４号に係る部

分に限る。），第874条（第１号及び第４号に係る部

分に限る。），第875条並びに第876条の規定は，調査

士法人の解散及び清算について準用する。この場合

において，同法第644条第１号中「第641条第５号」

とあるのは「土地家屋調査士法第39条第１項第３

号」と，同法第647条第３項中「第641条第４号又は

第７号」とあるのは「土地家屋調査士法第39条第１

項第５号から第７号まで」と，同法第668条第１項

及び第669条中「第641条第１号から第３号まで」と

あるのは「土地家屋調査士法第39条第１項第１号又

は第２号」と，同法第670条第３項中「第939条第１

項」とあるのは「土地家屋調査士法第40条の２第６

項において準用する第939条第１項」と，同法第673

条第１項中「第580条」とあるのは「土地家屋調査

士法第35条の３」と読み替えるものとする。 

４ 会社法第824条，第826条，第868条第１項，第870

条第１項（第10号に係る部分に限る。），第871条本

文，第872条（第４号に係る部分に限る。），第873条

本文，第875条，第876条，第904条及び第937条第１

項（第３号ロに係る部分に限る。）の規定は調査士

法人の解散の命令について，同法第825条，第868条

第１項，第870条第１項（第１号に係る部分に限る。），

第871条，第872条（第１号及び第４号に係る部分に

限る。），第873条，第874条（第２号及び第３号に係

る部分に限る。），第875条，第876条，第905条及び

第906条の規定はこの項において準用する同法第

824条第１項の申立てがあつた場合における調査士

法人の財産の保全について，それぞれ準用する。 

５ 会社法第828条第１項（第１号に係る部分に限る。）

及び第２項（第１号に係る部分に限る。），第834条

（第１号に係る部分に限る。），第835条第１項，第

837条から第839条まで並びに第846条の規定は，調

査士法人の設立の無効の訴えについて準用する。 

６ 会社法第833条第２項，第834条（第21号に係る部

分に限る。），第835条第１項，第837条，第838条，

第846条及び第937条第１項（第１号リに係る部分に

限る。）の規定は，調査士法人の解散の訴えについ

て準用する。 

７ 破産法（平成16年法律第75号）第16条の規定の適

用については，調査士法人は，合名会社とみなす。 
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第６章 懲 戒 

 

（調査士に対する懲戒） 

第42条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命

令に違反したときは，法務大臣は，当該調査士に対

し，次に掲げる処分をすることができる。 

 ⑴ 戒告 

 ⑵ ２年以内の業務の停止 

 ⑶ 業務の禁止 

 

（調査士法人に対する懲戒） 

第43条 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づ

く命令に違反したときは，法務大臣は，当該調査士

法人に対し，次に掲げる処分をすることができる。 

⑴ 戒告 

⑵ ２年以内の業務の全部又は一部の停止 

⑶ 解散 

２ 前項の規定による処分の手続に付された調査士法

人は，清算が結了した後においても，この章の規定

の適用については，当該手続が結了するまで，なお

存続するものとみなす。 

 

（懲戒の手続） 

第44条 何人も，調査士又は調査士法人にこの法律又

はこの法律に基づく命令に違反する事実があると

思料するときは，法務大臣に対し，当該事実を通知

し，適当な措置をとることを求めることができる。 

２ 前項の規定による通知があつたときは，法務大臣

は，通知された事実について必要な調査をしなけれ

ばならない。 

３ 法務大臣は，第42条第１号若しくは第２号又は前

条第１項第１号若しくは第２号に掲げる処分をし

ようとするときは，行政手続法（平成５年法律第88

号）第13条第１項の規定による意見陳述のための手

続の区分にかかわらず，聴聞を行わなければならな

い。 

４ 前項に規定する処分又は第42条第３号若しくは前

条第１項第３号の処分に係る行政手続法第15条第

１項の通知は，聴聞の期日の１週間前までにしなけ

ればならない。 

５ 前項の聴聞の期日における審理は，当該調査士又

は当該調査士法人から請求があつたときは，公開に

より行わなければならない。 

 

（登録取消しの制限等） 

第45条 法務大臣は，調査士に対し第42条各号に掲げ

る処分をしようとする場合においては，行政手続法

第15条第１項の通知を発送し，又は同条第３項前段

の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を

通告しなければならない。 

２ 調査士会連合会は，調査士について前項の通告を

受けた場合においては，法務大臣から第42条各号に

掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるま

では，当該調査士について，第15条第１項第１号又

は第16条第１項各号の規定による登録の取消しを

することができない。 

 

（除斥期間） 

第45条の２ 懲戒の事由があつたときから７年を経

過したときは，第42条又は第43条第１項の規定によ

る処分の手続を開始することができない。 

 

（懲戒処分の公告） 

第46条 法務大臣は，第42条又は第43条第１項の規定

により処分をしたときは，遅滞なく，その旨を官報

をもつて公告しなければならない。 

 

第７章 土地家屋調査士会 

 

（設立及び目的等） 

第47条 調査士は，その事務所の所在地を管轄する法

務局又は地方法務局の管轄区域ごとに，会則を定め
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て，１個の調査士会を設立しなければならない。 

２ 調査士会は，会員の品位を保持し，その業務の改

善進歩を図るため，会員の指導及び連絡に関する事

務を行うことを目的とする。 

３ 調査士会は，法人とする。 

４ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第４

条及び第78条の規定は，調査士会について準用する。 

 

（会 則） 

第48条 調査士会の会則には，次に掲げる事項を記載

しなければならない。 

⑴ 名称及び事務所の所在地 

⑵ 役員に関する規定  

⑶ 会議に関する規定 

⑷ 会員の品位保持に関する規定 

⑸ 会員の執務に関する規定 

⑹ 入会及び退会に関する規定（入会金その他の入

会についての特別の負担に関するものを含

む。） 

⑺ 調査士の研修に関する規定 

⑻ 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定 

⑼ 調査士会及び会員に関する情報の公開に関す

る規定 

⑽ 資産及び会計に関する規定 

⑾ 会費に関する規定 

⑿ その他調査士会の目的を達成するために必要

な規定 

 

（会則の認可） 

第49条 調査士会の会則を定め，又はこれを変更する

には，法務大臣の認可を受けなければならない。た

だし，前条第１号及び第７号から第11号までに掲げ

る事項に係る会則の変更については，この限りでな

い。 

２ 前項の場合において，法務大臣は，調査士会連合

会の意見を聴いて，認可し，又は認可しない旨の処

分をしなければならない。 

 

（調査士会の登記） 

第50条 調査士会は，政令で定めるところにより，登

記をしなければならない。 

２ 前項の規定により登記をしなければならない事項

は，登記の後でなければ，これをもつて第三者に対

抗することができない。 

 

（調査士会の役員） 

第51条 調査士会に，会長，副会長及び会則で定める

その他の役員を置く。 

２ 会長は，調査士会を代表し，その会務を総理する。 

３ 副会長は，会長の定めるところにより，会長を補

佐し，会長に事故があるときはその職務を代理し，

会長が欠員のときはその職務を行なう。 

 

（調査士の入会及び退会） 

第52条 第９条第１項の規定による登録の申請又は

第13条第１項の変更の登録の申請をする者は，その

申請と同時に，申請を経由すべき調査士会に入会す

る手続をとらなければならない。 

２ 前項の規定により入会の手続をとつた者は，当該

登録又は変更の登録の時に，当該調査士会の会員と

なる。 

３ 第13条第１項の変更の登録の申請をした調査士は，

当該申請に基づく変更の登録の時に，従前所属して

いた調査士会を退会する。 

 

（調査士法人の入会及び退会） 

第53条 調査士法人は，その成立の時に，主たる事務

所の所在地の調査士会の会員となる。 

２ 調査士法人は，その清算の結了の時又は破産手続

開始の決定を受けた時に，所属するすべての調査士

会を退会する。 

３ 調査士法人の清算人は，清算が結了したときは，
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清算結了の登記後速やかに，登記事項証明書を添え

て，その旨を，主たる事務所の所在地の調査士会及

び調査士会連合会に届け出なければならない。 

４ 調査士法人は，その事務所の所在地を管轄する法

務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け，

又は移転したときは，事務所の新所在地（従たる事

務所を設け，又は移転したときにあつては，主たる

事務所の所在地）においてその旨の登記をした時に，

当該事務所（従たる事務所を設け，又は移転したと

きにあつては，当該従たる事務所）の所在地を管轄

する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立さ

れた調査士会の会員となる。 

５ 調査士法人は，その事務所の移転又は廃止により，

当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法

務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつ

たときは，旧所在地（従たる事務所を移転し，又は

廃止したときあつては，主たる事務所の所在地）に

おいてその旨の登記をした時に，当該管轄区域内に

設立された調査士会を退会する。 

６ 調査士法人は，第４項の規定により新たに調査士

会の会員となつたときは，会員となつた日から２週

間以内に，登記事項証明書及び定款の写しを添えて，

その旨を，当該調査士会及び調査士会連合会に届け

出なければならない。 

７ 調査士法人は，第５項の規定により調査士会を退

会したときは，退会の日から２週間以内に，その旨

を，当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なけ

ればならない。 

 

（紛議の調停） 

第54条 調査士会は，所属の会員の業務に関する紛議

につき，当該会員又は当事者その他関係人の請求に

より調停をすることができる。 

 

（法務大臣に対する報告義務） 

第55条 調査士会は，所属の会員が，この法律又はこ

の法律に基づく命令に違反すると思料するときは，

その旨を，法務大臣に報告しなければならない。 

 

（注意勧告） 

第56条 調査士会は，所属の会員がこの法律又はこの

法律に基づく命令に違反するおそれがあると認め

るときは，会則の定めるところにより，当該会員に

対して，注意を促し，又は必要な措置を講ずべきこ

とを勧告することができる。 

 

第８章 日本土地家屋調査士会連合会 

 

（設立及び目的） 

第57条 全国の調査士会は，会則を定めて，調査士会

連合会を設立しなければならない。 

２ 調査士会連合会は，調査士会の会員の品位を保持

し，その業務の改善進歩を図るため，調査士会及び

その会員の指導及び連絡に関する事務を行い，並び

に調査士の登録に関する事務を行うことを目的と

する。 

 

（会 則） 

第58条 調査士会連合会の会則には，次に掲げる事項

を記載しなければならない。 

⑴ 第48条第１号，第７号，第10号及び第11号に掲

げる事項 

⑵ 第48条第２号及び第３号に掲げる事項 

⑶ 調査士の登録に関する規定 

⑷ 調査士会連合会に関する情報の公開に関する

規定 

⑸ その他調査士会連合会の目的を達成するため

に必要な規定 

 

（会則の認可） 

第59条 調査士会連合会の会則を定め，又はこれを変

更するには，法務大臣の認可を受けなければならな



 

 - 322 -

い。ただし，前条第１号及び第４号に掲げる事項に

係る会則の変更については，この限りでない。 

 

（建議等） 

第60条 調査士会連合会は，調査士又は調査士法人の

業務又は制度について，法務大臣に建議し，又はそ

の諮問に答申することができる。 

 

（調査士会に関する規定の準用） 

第61条 第47条第３項及び第４項，第50条並びに第51

条の規定は，調査士会連合会に準用する。 

 

（登録審査会） 

第62条 調査士会連合会に，登録審査会を置く。 

２ 登録審査会は，調査士会連合会の請求により，第

10条第１項第２号若しくは第３号の規定による登

録の拒否又は第16条第１項の規定による登録の取

消しについて審議を行うものとする。 

３ 登録審査会は，会長及び委員４人をもつて組織す

る。 

４ 会長は，調査士会連合会の会長をもつて充てる。 

５ 委員は，会長が，法務大臣の承認を受けて，調査

士，法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱す

る。 

６ 委員の任期は，２年とする。ただし，欠員が生じ

た場合の補充の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

 

第９章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

 

（設立及び組織） 

第63条 その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士

協会という文字を使用する一般社団法人は，社員で

ある調査士及び調査士法人がその専門的能力を結

合して官庁，公署その他政令で定める公共の利益と

なる事業を行う者（以下「官公署等」という。）に

よる不動産の表示に関する登記に必要な調査若し

くは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正

かつ迅速な実施に寄与することを目的とし，かつ，

次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り，設

立することができる。 

 ⑴ 社員は，その主たる事務所の所在地を管轄する

法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を

有する調査士又は調査士法人でなければならな

いものとすること 

⑵ 前号に規定する調査士又は調査士法人が社員に

なろうとするときは，正当な理由がなければ，

これを拒むことができないものとすること 

⑶ 理事の員数の過半数は，社員（社員である調査

士法人の社員を含む。）でなければならないもの

とすること 

２ 前項に規定する定款の定めは，これを変更するこ

とができない。 

 

（成立の届出） 

第63条の２ 前条第１項の一般社団法人（以下「協会」

という。）は，成立したときは，成立の日から２週

間以内に，登記事項証明書及び定款の写しを添えて，

その旨を，その主たる事務所の所在地を管轄する法

務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設

立された調査士会に届け出なければならない。 

 

（業 務） 

第64条 協会は，第63条第１項に規定する目的を達成

するため，官公署等の依頼を受けて，第３条第１項

第１号から第３号までに掲げる事務（同項第２号及

び第３号に掲げる事務にあつては，同項第１号に掲

げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する

ものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第６

号に掲げる事務を行うことをその業務とする。 

２ 協会は，その業務に係る前項に規定する事務を，

調査士会に入会している調査士又は調査士法人で
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ない者に取り扱わせてはならない。 

 

（協会の業務の監督） 

第64条の２ 協会の業務は，その主たる事務所の所在

地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属

する。 

２ 前項の法務局又は地方法務局の長は，協会の業務

の適正な実施を確保するため必要があると認める

ときは，いつでも，当該業務及び協会の財産の状況

を検査し，又は協会に対し，当該業務に関し監督上

必要な命令をすることができる。 

 

（調査士及び調査士法人に関する規定の準用） 

第65条 第22条の規定は協会の業務について，第43条

第１項，第44条及び第46条の規定は協会に対する懲

戒について，それぞれ運用する。この場合において，

第43条第１項，第44条第１項から第３項まで及び第

46条中「法務大臣」とあるのは，「第64条の２第１

項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替

えるものとする。 

 

（調査士会の助言） 

第66条 調査士会は，所属の会員が社員である協会に

対し，その業務の執行に関し，必要な助言をするこ

とができる。 

 

第10章 雑 則 

 

（権限の委任） 

第66条の２ この法律に規定する法務大臣の権限は，

法務省令で定めるところにより，法務局又は地方法

務局の長に委任することができる。 

 

（法務省令への委任） 

第67条 この法律に定めるもののほか，調査士の試験，

資格の認定，登録及び業務執行並びに協会の設立及

び業務執行に関し必要な事項は，法務省令で定める。 

 

（非調査士等の取締り） 

第68条 調査士会に入会している調査士又は調査士

法人でない者（協会を除く。）は，第３条第１項第

１号から第５号までに掲げる事務（同項第２号及び

第３号に掲げる事務にあつては，同項第１号に掲げ

る調査又は測量を必要とする申請手続に関するも

のに限る。）又はこれらの事務に関する同項第６号

に掲げる事務を行うことを業とすることができな

い。ただし，弁護士若しくは弁護士法人が同項第２

号から第５号までに掲げる事務（同項第２号及び第

３号に掲げる事務にあつては，同項第１号に掲げる

調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査

請求の手続に関するものに限る。）若しくはこれら

の事務に関する同項第６号に掲げる事務を行う場

合又は司法書士法第３条第２項に規定する司法書

士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業

務を行うことを目的とする司法書士法人が第３条

第１項第４号若しくは第５号に掲げる事務（同法第

３条第１項第８号に規定する筆界特定の手続に係

るものに限る。）若しくはこれらの事務に関する第

３条第１項第６号に掲げる事務を行う場合は，この

限りでない。 

２ 協会は，その業務の範囲を超えて，第64条第１項

に規定する事務を行うことを業とすることができ

ない。 

３ 調査士でない者は，土地家屋調査士又はこれに紛

らわしい名称を用いてはならない。 

４ 調査士法人でない者は，土地家屋調査士法人又は

これに紛らわしい名称を用いてはならない。 

５ 協会でない者は，公共嘱託登記土地家屋調査士協

会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 
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第11章 罰 則 

 

第69条 調査士となる資格を有しない者が，調査士会

連合会に対し，その資格につき虚偽の申請をして土

地家屋調査士名簿に登録させたときは，１年以下の

懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

 

第70条 第22条の規定に違反した者は，100万円以下

の罰金に処する。 

２ 調査士法人が第41条第１項において準用する第22

条の規定に違反したときは，その違反行為をした調

査士法人の社員又は使用人は，100万円以下の罰金

に処する。 

３ 協会が第65条において準用する第22条の規定に違

反したときは，その違反行為をした協会の理事又は

職員は，100万円以下の罰金に処する。 

 

第71条 第23条の規定に違反した者は，１年以下の懲

役又は100万円以下の罰金に処する。 

 

第71条の２ 第24条の２の規定に違反した者は，６月

以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の罪は，告訴がなければ公訴を提起すること

ができない。 

 

第72条 協会が第64条第２項の規定に違反したとき

は，その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い，

又は取り扱わせた協会の理事又は職員は，６月以下

の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

 

第73条 第68条第１項の規定に違反した者は，１年以

下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

２ 協会が第68条第２項の規定に違反したときは，そ

の違反行為をした協会の理事又は職員は，１年以下

の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

 

第74条 次の各号のいずれかに該当する者は，100万

円以下の罰金に処する。 

⑴ 第68条第３項の規定に違反した者 

⑵ 第68条第４項の規定に違反した者 

⑶ 第68条第５項の規定に違反した者 

 

第74条の２ 第40条の２第６項において準用する会社

法第955条第１項の規定に違反して，同項に規定す

る調査記録簿等に同項に規定する電子公 告調査に

関し法務省令で定めるものを記載せず，若しくは記

録せず，若しくは虚偽の記載若しくは記録をし，又

は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は，30万円

以下の罰金に処する。 

 

第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，

使用人その他の従業者が，その法人又は人の業務に

関し，第70条第２項若しくは第３項又は第72条から

前条までの違反行為をしたときは，その行為者を罰

するほか，その法人又は人に対して各本条の罰金刑

を科する。 

 

第76条 調査士会又は調査士会連合会が第50条第１

項（第61条において準用する場合を含む。）の規定

に基づく政令に違反して登記をすることを怠つた

ときは，その調査士会又は調査士会連合会の代表者

は，30万円以下の過料に処する。 

 

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は，100万

円以下の過料に処する。 

 ⑴ 第40条の２第６項において準用する会社法第

946条第３項の規定に違反して，報告をせず，又

は虚偽の報告をした者 

⑵ 正当な理由がないのに，第40条の２第６項にお

いて準用する会社法第951条第２項各号又は第

955条第２項各号に掲げる請求を拒んだ者 
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第78条 次の各号のいずれかに該当する場合には，調

査士法人の社員又は清算人は，30万円以下の過料に

処する。 

⑴ この法律に基づく政令の規定に違反して登記を

することを怠つたとき 

⑵ 第40条の２第２項又は第５項の規定に違反して

合併をしたとき 

⑶ 第40条の２第６項において準用する会社法第

941条の規定に違反して同条の調査を求めなか

つたとき 

⑷ 定款又は第41条第２項において準用する会社法

第615条第１項の会計帳簿若しくは第41条第２

項において準用する同法第617条第１項若しく

は第２項の貸借対照表に記載し，若しくは記録

すべき事項を記載せず，若しくは記録せず，又

は虚偽の記載若しくは記録をしたとき 

⑸ 第41条第３項において準用する会社法第656条

第１項の規定に違反して破産手続開始の申立て

を怠つたとき 

⑹ 第41条第３項において準用する会社法第664条

の規定に違反して財産を分配したとき 

⑺ 第41条第３項において準用する会社法第670条

第２項又は第５項の規定に違反して財産を処分

したとき 

 

 

附則（抄） 

１ この法律は，土地台帳法等の一部を改正する法律

（昭和25年法律第227号）施行の日（昭和25年７月

31日）から施行する。 

 

附 則 

  （昭和26年６月４日法律第195号 建築士法一部改

正法）（抄） 

１ この法律は，昭和27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（昭和27年７月31日法律第268号 法務府設置法一

部改正法）（抄） 

１ この法律は，昭和27年８月１日から施行する。  

 

附 則 

（昭和31年３月22日法律第19号 土地家屋調査士

法一部改正法） 

（施行期日） 

１ この法律は，公布の日から起算して６箇月をこえ

ない範囲内において政令で定める日（昭和31年８月

15日から施行。ただし，第19条の改正規定は昭和31

年９月１日より施行）から施行する。ただし，附則

第３項及び第４項の規定は，公布の日から施行する。 

（従前の土地家屋調査士に関する経過規定） 

２ この法律の施行の際現に土地家屋調査士である者

は，土地家屋調査士法第３条の改正規定にかかわら

ず，この法律による改正後の土地家屋調査士法（以

下「新法」という。）の規定による土地家屋調査士

とみなす。 

（従前の土地家屋調査士会に関する経過規定） 

３ この法律の公布の際現に存する土地家屋調査士会

は，この法律の施行前に，新法第15条及び第15条の

２の例により，会則を変更し，法務大臣の認可を受

けることができる。この場合において，新法第15条

の２第２項中「土地家屋調査士会連合会」とあるの

は，「土地家屋調査士法の一部を改正する法律（昭

和31年法律第19号）による改正前の土地家屋調査士

法の規定による土地家屋調査士会連合会」と読み替

えるものとする。 

４ 前項の規定による会則の変更は，この法律の施行

の日にその効力を生ずるものとし，この法律による

改正前の土地家屋調査士法の規定による土地家屋

調査士会は，前項の規定による認可を受けたものに

限り，この法律の施行後も，引き続き，新法の規定

による土地家屋調査士会として存続するものとす
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る。 

（従前の土地家屋調査士会連合会に関する経過規

定） 

５ この法律の施行の際現に存する土地家屋調査士会

連合会は，新法の規定による土地家屋調査士会連合

会とする。 

 

附 則 

（昭和35年３月31日法律第14号 不動産登記法一

部改正法）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，昭和35年４月１日から施行する。 

（土地家屋調査士法の一部改正） 

第17条 土地家屋調査士法の一部を次のように改正

する。 

   （「次のよう」略） 

２ この法律の施行の際現に土地家屋調査士名簿に登

録を受けている者及び昭和35年９月30日までに土

地家屋調査士名簿に登録を受ける者の土地家屋調

査士の資格に関しては，前項の規定による改正後の

土地家屋調査士法第３条の規定にかかわらず，なお，

従前の例による。 

 

附 則 

（昭和41年６月30日法律第98号 審議会等の整理

に関する法一部改正法）（抄） 

（施行期日） 

１ この法律は，昭和41年７月１日から施行する。た

だし，第４条から第６条まで，第10条（資産再評価

審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に

限る。），第11条，第13条，第15条，第25条，第28条

及び第48条から第51条までの規定は，昭和42年３月

31日までの間において政令で定める日（昭和42年３

月20日－昭和42年政令第33号）から施行する。 

 

 

附 則 

（昭和42年６月12日法律第36号 登録免許税法の

施行に伴う関係法令の整備等に関する法律）（抄） 

１ この法律は，登録免許税法の施行の日（昭和42年

８月１日）から施行する。 

２ 登録免許税法別表第１の第23号の(3)，(13)，(16)

及び(17)，第31号，第43号から第46号まで並びに第

48号に掲げる登録又は免許（以下「登録等」という。）

の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務

をつかさどる官署（以下「登録官署等」という。）

に提出した者が昭和42年12月31日までに当該申請

書に係る登録等を受ける場合における当該登録等

に係る手数料については，なお従前の例による。 

３ 登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭

和42年７月31日までの間に登録官署等に提出した

者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場

合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録

官署等に提出した者が昭和43年１月１日以後に当

該申請書に係る登録等を受ける場合において，当該

登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納

付しているときは，当該納付した手数料の額は，登

録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の

額の一部として納付したものとみなす。  

 

附 則 

（昭和42年７月18日法律第66号 司法書士法及び

土地家屋調査士法一部改正法）（抄） 

（施行期日） 

１ この法律は，公布の日から起算して６月をこえな

い範囲内で政令で定める日（昭和42年12月15日－昭

和42年政令第353号）から施行する。ただし，附則

第３項及び附則第５項並びに附則第６項中附則第

３項及び附則第５項の規定の例による部分の規定

は，公布の日から施行する。 

（司法書士法の一部改正に伴う経過措置） 

２－５（省略） 
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（土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第２条の規定による土地家屋調査士法の一部改正

に伴う経過措置については，附則第２項から前項ま

での規定の例による。 

 

附 則 

（昭和53年６月23日法律第82号 司法書士法一部

改正法）（抄） 

（施行期日） 

１ この法律は，昭和54年１月１日から施行する。 

（土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置） 

８ この法律による改正後の土地家屋調査士法第４条

第７号の適用については，旧法第12条の規定による

認可の取消しの処分は，新法第12条の規定による登

録の取消しの処分とみなす。 

 

附 則 

（昭和54年12月18日法律第66号 土地家屋調査士

法一部改正法） 

（施行期日） 

１ この法律は，昭和55年１月１日から施行する。 

（欠格事由に関する経過措置） 

２ この法律の施行の際改正後の土地家屋調査士法第

４条各号の一に該当する者で改正前の土地家屋調

査士法第４条に該当しないものに対しては，当該事

由について，改正後の土地家屋調査士法第４条の規

定は，適用しない。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

３ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用

については，なお従前の例による。 

（土地家屋調査士資格の認定についての暫定措置） 

４ 法務大臣は，当分の間，改正後の土地家屋調査士

法第３条第２号に規定する認定のため必要がある

ときは，土地家屋調査士試験に準じ，土地家屋調査

士の業務を行うのに必要な土地及び家屋の調査及

び測量に関する知識及び技能について試験を実施

しなければならない。 

 

附 則 

（昭和58年５月20日法律第44号 建築士法及び建

築基準法一部改正法）（抄） 

（施行期日） 

１ この法律は，公布の日から起算して１年を超えな

い範囲内において政令で定める日（昭和59年４月１

日－昭和58年政令第239号）から施行する。 

 

附 則 

（昭和60年６月28日法律第86号 司法書士法及び

土地家屋調査士法一部改正法）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して６月を超

え１年を超えない範囲内において政令で定める日

（昭和61年６月１日－昭和60年政令第306号）から

施行する。ただし，第１条中司法書士法第17条の４

の次に５条を加える改正規定（同法第17条の５に係

る部分を除く。），同法第18条及び第19条の各改正規

定，同法第20条の改正規定（金額を改める部分に限

る。），同法第21条から第23条までの各改正規定，同

法第25条の改正規定，同条を同法第28条とする改正

規定，同法第24条の改正規定，同条を同法第25条と

し，同条の次に２条を加える改正規定並びに同法第

23条の次に１条を加える改正規定並びに第２条中

土地家屋調査士法第17条の４の次に５条を加える

改正規定（同法第17条の５に係る部分を除く。），同

法第18条及び第19条の各改正規定，同法第20条の改

正規定（金額を改める部分に限る。），同法第21条及

び第22条の各改正規定，同法第24条の改正規定，同

条を同法第27条とする改正規定，同法第23条の改正

規定，同条を同法第24条とし，同条の次に２条を加

える改正規定並びに同法第22条の次に１条を加え

る改正規定並びに附則第３条及び第４条の規定は，

公布の日から起算して20日を経過した日から施行
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する。 

（経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の司法書士法（以

下「新司法書士法」という。）第４条第５号の規定

及び第２条の規定による改正後の土地家屋調査士

法（以下「新調査士法」という。）第４条第８号の

規定又は新司法書士法第４条第６号の規定及び新

調査士法第４条第５号の規定の適用については，第

１条の規定による改正前の司法書士法（以下「旧司

法書士法」という。）第12条第３号の規定による登

録の取消しの処分又は第２条の規定による改正前

の土地家屋調査士法（以下「旧調査士法」という。）

第13条第１項第３号の規定による登録の取消しの

処分は，新司法書士法第12条第３号の規定による業

務の禁止の処分又は新調査士法第13条第１項第３

号の規定による業務の禁止の処分とみなす。 

２ この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前

において旧司法書士法又は旧調査士法の規定によ

り法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録

の申請は，施行日において新司法書士法第６条の２

第１項又は新調査士法第７条第１項の規定により

日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会

連合会に対して行つた登録の申請とみなす。 

３ 施行日前において旧司法書士法又は旧調査士法の

規定により法務局又は地方法務局の長に対して行

つた登録の移転の申請は，施行日において新司法書

士法第６条の６第１項又は新調査士法第８条の４

第１項の規定により日本司法書士会連合会又は日

本土地家屋調査士会連合会に対して行つた変更の

登録の申請とみなす。 

４ 旧司法書士法の規定による司法書士名簿の登録又

は旧調査士法の規定による土地家屋調査士名簿の

登録は，施行日以後は，新司法書士法又は新調査士

法の規定による司法書士名簿の登録又は土地家屋

調査士名簿の登録とみなす。 

５ 旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局

又は地方法務局の長がした登録の拒否又は登録の

取消しの処分に不服がある者の不服申立てについ

ては，なお従前の例による。 

６ 法務局又は地方法務局の長は，施行日において，

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿その

他司法書士の登録に関する書類又は土地家屋調査

士名簿その他土地家屋調査士の登録に関する書類

を日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士

会連合会に引き継がなければならない。 

第３条 第１条中司法書士法第19条に１項を加える

改正規定又は第２条中土地家屋調査士法第19条に

１項を加える改正規定（以下この条において「改正

規定」という。）の施行の際現に公共嘱託登記司法

書士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いて

いる者又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会若し

くはこれに紛らわしい名称を用いている者につい

ては，新司法書士法第19条第４項又は新調査士法第

19条第４項の規定は，改正規定施行後６月間は，適

用しない。 

第４条 この法律の各改正規定の施行前にした行為

に対する罰則の適用については，それぞれなお従前

の例による。  

 

附 則 

（平成５年11月12日法律第89号 行政手続法の施

行に伴う関係法律の整備に関する法律一部改正法）

（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，行政手続法（平成５年法律第88

号）の施行の日（平成６年10月１日）から施行する。 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

第２条 この法律の施行前に法令に基づき審議会そ

の他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規

定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の

意見陳述のための手続に相当する手続を執るべき

ことの諮問その他の求めがされた場合においては，
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当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に

関しては，この法律による改正後の関係法律の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については，なお従前の例による。 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行わ

れた聴聞，聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係る

ものを除く。）又はこれらのための手続は，この法

律による改正後の関係法律の相当規定により行わ

れたものとみなす。 

（政令への委任） 

第15条 附則第２条から前条までに定めるもののほ

か，この法律の施行に関して必要な経過措置は，政

令で定める。 

 

附 則 

（平成11年12月８日法律第151号 民法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律）(抄) 

 （施行期日） 

第１条 この法律は，平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第３条 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第

149号）附則第３条第３項の規定により従前の例によ

ることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する

この法律による改正規定の適用については，次に掲

げる改正規定を除き，なお従前の例による。 

１から25まで 略 

第４条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については，なお従前の例による。 

 

附 則 

（平成11年12月22日法律第160号 中央省庁等改革

関係法施行法）(抄) 

 （施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は，

平成13年１月６日から施行する。ただし，次の各号

に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

１ 第995条（核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正

規定に係る部分に限る。），第1305条，1306条，第1324

条第２項，第1326条第２項及び第1344条の規定 公

布の日 

 

附 則 

（平成13年６月８日法律第41号 弁護士法の一部

改正法）(抄) 

 （施行期日） 

第１条 この法律は，平成14年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（平成14年５月７日法律第33号 司法書士法及び

土地家屋調査士法の一部改正法）(抄) 

 （施行期日） 

第１条 この法律は，平成15年４月１日から施行する。

ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定め

る日から施行する。 

１ 第３条並びに附則第７条，第８条，第11条（登録

免許税法（昭和42年法律第35号）別表第１第23号⑶

の改正規定に限る。），第12条及び第13条（中央省庁

等改革関係法施行法（平成11年法律第160号）第1318

条の改正規定に限る。）の規定 平成15年８月１日 

２ 附則第５条及び第９条の規定 公布の日 

（土地家屋調査士試験の筆記試験の免除に関する経

過措置） 

第６条 第２条による改正後の土地家屋調査士法（昭

和25年法律第228号）第５条第５項第２号(第３条に

よる改正後にあっては，同法第６条第５項第２号)の

規定は，施行日以後に土地家屋調査士試験の筆記試

験に合格した者について適用する。 
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（日本土地家屋調査士会連合会に対する懲戒手続開

始の通告に関する経過措置） 

第７条 第３条による改正後の土地家屋調査士法第

45条第１項の規定は，附則第１条第１号に定める日

前に行政手続法第15条第１項の通知を発送し，又は

同条第３項前段の掲示をした場合については，適用

しない。 

（土地家屋調査士の懲戒処分の公告に関する経過措

置） 

第８条 第３条による改正後の土地家屋調査士法第

46条の規定は，附則第１条第１号に定める日前に第

３条による改正前の土地家屋調査士法第13条第１

項の規定による処分をした場合については，適用し

ない。 

（土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合

会の会則の変更に関する経過措置） 

第９条 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士

会連合会は，附則第１条第１号に定める日までに，

この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし，

かつ，当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を

受けなければならない。この場合において，当該変

更及び当該認可の効力は，附則第１条第１号に定め

る日から生ずるものとする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第10条 施行日前にした行為に対する罰則の適用につ

いては，なお従前の例による。  

 

附 則 

（平成16年６月２日法律第76号 破産法の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，破産法（平成16年法律第75号。

次条第８項並びに附則第３条第８項，第５条第８項，

第16項及び第21項，第８条第３項並びに第13条にお

いて「新破産法」という。）の施行の日から施行す

る。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第12条 施行日前にした行為並びに附則第２条第１

項，第３条第１項，第４条，第５条第１項，第９項，

第17項，第19項及び第21項並びに第６条第１項及び

第３項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合における施行日以後にした行為に対する

罰則の適用については，なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第14条 附則第２条から前条までに規定するものの

ほか，この法律の施行に関し必要な経過措置は，政

令で定める。  

 

附 則 

（平成16年６月９日法律第87号 電子公告制度の

導入のための商法等の一部を改正する法律）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して１年を超

えない範囲内において政令で定める日(平成17年２

月１日)から施行する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第３条 この法律の施行前にした行為及び前条にお

いてなお従前の例によることとされる場合におけ

るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適

用については，なお従前の例による。 

 

附 則 

（平成16年６月18日法律第124号 不動産登記法の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，新不動産登記法の施行の日(平成

17年３月７日)から施行する。 

 

附 則 

（平成17年４月13日法律第29号 不動産登記法等の

一部を改正する法律）（抄） 

（施行期日） 
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第１条 この法律は，公布の日から起算して１年を超

えない範囲内において政令で定める日(平成18年１

月20日)から施行する。 

（土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 この法律の施行前に第３条の規定による改

正前の土地家屋調査士法第４条第２号に規定する

調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有

すると認められた者は，第３条の規定による改正後

の土地家屋調査士法（附則第10条において「新土地

家屋調査士法」という。）第４条に規定する調査士

となる資格を有する者とみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第９条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については，なお従前の例による。 

（検 討） 

第10条 政府は，この法律の施行後５年を経過した場

合において，この法律の施行の状況等を勘案し，新

土地家屋調査士法第３条第２項に規定する民間紛

争解決手続代理関係業務に係る制度について検討

を加え，必要があると認めるときは，その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（平成17年７月26日法律第87号 会社法の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律）（抄） 

  この法律は，会社法の施行の日(平成18年５月１

日)から施行する。 

 

附 則 

（平成18年６月２日法律第50号 一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律）（抄） 

  この法律は，一般社団・財団法人法の施行の日(平

成20年12月１日)から施行する。 

 

附 則 

（平成23年５月25日法律第53号 非訟事件手続法

及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律）（抄） 

この法律は，新非訟事件手続法の施行の日(平成

25年１月１日)から施行する。 

 

附 則 

（平成23年６月24日法律第74号 情報処理の高度

化等に対処するための刑法等の一部を改正する法

律）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して20日を経

過した日から施行する。 

 

附 則 

（平成26年６月13日法律第69号 行政不服審査法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，行政不服審査法（平成26年法律

第68号）の施行の日（平成28年４月１日）から施行

する。  

 （経過措置の原則） 

第５条 行政庁の処分その他の行為又は不作為につ

いての不服申立てであってこの法律の施行前にさ

れた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施

行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るも

のについては，この附則に特別の定めがある場合を

除き，なお従前の例による。 

 （訴訟に関する経過措置） 

第６条 この法律による改正前の法律の規定により

不服申立てに対する行政庁の裁決，決定その他の行

為を経た後でなければ訴えを提起できないことと

される事項であって，当該不服申立てを提起しない

でこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経

過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対
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する行政庁の裁決，決定その他の行為を経た後でな

ければ提起できなとされる場合にあっては，当該他

の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前に

これを提起すべき期間を経過したものを含む。）の

訴えの提起については，なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条

の規定によりなお従前の例によることとされる場

合を含む。）により異議申立てが提起された処分そ

の他の行為であって，この法律の規定による改正後

の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た

後でなければ取消しの訴えを提起することができ

ないこととされるものの取消しの訴えの提起につ

いては，なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決，決定その他の

行為の取消しの訴えであって，この法律の施行前に

提起されたものについては，なお従前の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 

第９条 この法律の施行前にした行為並びに附則第

５条及び前２条の規定によりなお従前の例による

こととされる場合におけるこの法律の施行後にし

た行為に対する罰則の適用については，なお従前の

例による。 

 （その他の経過措置の政令への委任） 

第10条 附則第５条から前条までに定めるもののほ

か，この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は，政令で定める。 

 

附 則 

（平成26年６月27日法律第91号 会社法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律）（抄） 

  この法律は，会社法の一部を改正する法律の施行

の日（平成27年５月１日）から施行する。 

 

附 則 

（令和元年６月12日法律第29号 司法書士法及び

土地家屋調査士法の一部を改正する法律）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して１年６月

を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし，附則第10条の規定は，公布の日か

ら施行する。 

（土地家屋調査士法人の継続に関する経過措置） 

第６条 施行日前に第２条の規定による改正前の土

地家屋調査士法（以下「旧土地家屋調査士法」とい

う。）第39条第２項の規定により解散した土地家屋

調査士法人は，施行日以後その清算が結了するまで

（解散した後３年以内に限る。）の間に，その社員

が当該土地家屋調査士法人を継続する旨を，その主

たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法

務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会

及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出ること

により，当該土地家屋調査士法人を継続することが

できる。 

（清算結了後の土地家屋調査士法人の懲戒に関す

る経過措置） 

第７条 第２条の規定による改正後の土地家屋調査

士法（以下「新土地家屋調査士法」という。）第43

条第２項の規定は，施行日以後に同条第1項の規定

による処分の手続に付された土地家屋調査士法人

について適用する。 

（土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒

の手続に関する経過措置） 

第８条 新土地家屋調査士法第44条第３項（新土地家

屋調査士法第42条第１号及び第43条第１項第１号

に掲げる処分に係る部分に限る。）の規定は，施行

日以後に行政手続法第13条第１項の規定による意

見陳述のための手続を開始する処分について適用

する。 

２ 新土地家屋調査士法第45条の２の規定は，施行日

以後に行政手続法第13条第１項の規定による意見

陳述のための手続を開始する処分について適用す
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る。 

第９条 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の

懲戒の手続に関し，施行日前に旧土地家屋調査士法

又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地

方法務局の長がした処分，手続その他の行為は，施

行日以後は，新土地家屋調査士法又はこれに基づく

命令の相当規定により法務大臣がした処分，手続そ

の他の行為とみなす。 

２ 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の

手続に関し，この法律の施行の際現に旧土地家屋調

査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局

又は地方法務局の長に対してされている通知その

他の行為は，施行日以後は，新土地家屋調査士法又

はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に

対してされた通知その他の行為とみなす。 

３ 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の

手続に関し，施行日前に旧土地家屋調査士法又はこ

れに基づく命令の規定により法務局又は地方法務

局の長に対して報告その他の手続をしなければな

らないとされている事項で，施行日前にその手続が

されていないものについては，施行日以後は，これ

を，新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相

当規定により法務大臣に対してその手続をしなけ

ればならないとされた事項についてその手続がさ

れていないものとみなして，当該相当規定を適用す

る。 

（政令への委任） 

第10条 附則第２条から前条までに規定するものの

ほか，この法律の施行に関し必要な経過措置は，政

令で定める。 

 

附 則 

（令和元年６月14日法律第37号 青年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律）（抄） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して３月を経

過した日から施行する。ただし，次の各号に掲げる

規定は，当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第40条，第59条，第61条，第75条（児童福祉法

第34条の20の改正規定に限る。），第85条，第

102条，第107条（民間あっせん機関による養子

縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法

律第26条の改正規定に限る。），第111条，第143

条，第149条，第152条，第154条（不動産の鑑定

評価に関する法律第25条第６号の改正規定に限

る。）及び第168条並びに次条並びに附則第３条

及び第６条の規定 公布の日 

 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

第２条 この法律（前条各号に掲げる規定にあっては，

当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の

施行の日前に，この法律による改正前の法律又はこ

れに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制

限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行わ

れた行政庁の処分その他の行為及び当該規定によ

り生じた失職の効力については，なお従前の例によ

る。 

 （罰則に関する経過措置） 

第３条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については，なお従前の例による。 

 （検 討） 

第７条 政府は，会社法（平成17年法律第86号）及び

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成

18年法律第48号）における法人の役員の資格を成年

被後見人又は被保佐人であることを理由に制限す

る旨の規定について，この法律の公布後１年以内を

目処として検討を加え，その結果に基づき，当該規

定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるも

のとする。 
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附 則 

（令和元年12月11日法律第71号 会社法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律）（抄） 

この法律は，会社法改正法の施行の日から施行する。

ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定め

る日から施行する。 

（施行期日） 

第１条 第９条中社債，株式等の振替に関する法律第

269条の改正規定（「第68条第２項」を「第86条第

１項」に改める部分に限る。），第21条中民間資金

等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律第56条第２項及び附則第４条の改正規定，第

41条中保険業法附則第１条の２の14第１項の改正

規定，第47条中保険業法等の一部を改正する法律附

則第16条第１項の改正規定，第51条中株式会社海外

通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定，

第78条及び第79条の規定，第89条中農林中央金庫及

び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編

及び強化に関する法律附則第26条第１項の改正規

定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日 

第２条 略 

第３条 第１条中外国法人の登記及び夫婦財産契約

の登記に関する法律第４条の改正規定（「並びに第

132条」を「，第132条から第137条まで並びに第139

条」に改める部分に限る。），第３条から第５条ま

での規定，第６条中商業登記法第７条の２，第11条

の２，第15条，第17条及び第18条の改正規定，同法

第48条の前の見出しを削る改正規定，同条から同法

第50条まで並びに同法第82条第２項及び第３項の

改正規定，同条第４項の改正規定（「本店の所在地

における」を削る部分に限る。），同法第87条第１

項及び第２項並びに第91条第１項の改正規定，同条

第２項の改正規定（「本店の所在地における」を削

る部分に限る。）並びに同法第95条，第111条，第

118条及び第138条の改正規定，第９条中社債，株式

等の振替に関する法律第151条第２項第１号の改正

規定，同法第155条第１項の改正規定（「（以下こ

の条」の下に「及び第159条の２第２項第４号」を

加える部分に限る。），同法第159条の次に１条を

加える改正規定，同法第228条第２項の表第159条第

３項第１号の項の次に次のように加える改正規定，

同法第235条第１項の改正規定（「まで」の下に「，

第159条の２第２項第４号」を加える部分に限る。），

同条第２項の表第159条第１項の項の次に次のよう

に加える改正規定及び同法第239条第２項の表に次

のように加える改正規定，第10条第２項から第23項

までの規定，第11条中会社更生法第261条第１項後

段を削る改正規定，第14条中会社法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定，第

15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律の目次の改正規定（「従たる事務所の所在地にお

ける登記（第312条―第314条）」を「削除」に改め

る部分に限る。），同法第47条の次に５条を加える

改正規定，同法第301条第２項第４号の次に１号を

加える改正規定，同法第６章第４節第３款，第315

条及び第329条の改正規定，同法第330条の改正規定

（「第49条から第52条まで」を「第51条，第52条」

に，「及び第132条」を「，第132条から第137条ま

で及び第139条」に改め，「，「支店」とあるのは

「従たる事務所」と」を削る部分に限る。）並びに

同法第342条第10号の次に１号を加える改正規定，

第17条中信託法第247条の改正規定（「（第３項を

除く。），第18条」を削る部分に限る。），第18条

の規定（前号に掲げる改正規定を除く。），第22条

及び第23条の規定，第25条中金融商品取引法第89条

の３の改正規定，同法第89条の４第２項を削る改正

規定，同法第90条の改正規定（「第17条から」の下

に「第19条の３まで，第21条から」を加え，「第15

号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部

分，「及び第20条第３項」を削る部分及び「読み替

える」を「，同法第146条の２中「商業登記法（」
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とあるのは「金融商品取引法（昭和23年法律第25号）

第90条において準用する商業登記法（」と，「商業

登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90

条において準用する商業登記法第145条」と読み替

える」に改める部分を除く。），同法第100条の４，

第101条の20第１項，第102条第１項及び第102条の

10の改正規定，同法第102条の11の改正規定（「第

17条から」の下に「第19条の３まで，第21条から」

を加え，「第15号及び第16号」を「第14号及び第15

号」に改める部分，「及び第20条第３項」を削る部

分及び「読み替える」を「，同法第146条の２中「商

業登記法（」とあるのは「金融商品取引法（昭和23

年法律第25号）第102条の11において準用する商業

登記法（」と，「商業登記法第145条」とあるのは

「金融商品取引法第102条の11において準用する商

業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を

除く。）並びに同法第145条第１項及び第146条の改

正規定，第27条中損害保険料率算出団体に関する法

律第23条から第24条の２までの改正規定及び同法

第25条の改正規定（「第23条の２まで，」を「第19

条の３まで（登記申請の方式，申請書の添付書面，

申請書に添付すべき電磁的記録，添付書面の特例），

第21条から」に，「第15号及び第16号」を「第14号」

に改める部分を除く。），第32条中投資信託及び投

資法人に関する法律第94条第１項の改正規定（「第

305条第１項本文及び第４項」の下に「から第６項

まで」を加える部分を除く。），同法第164条第４

項の改正規定，同法第166条第２項第８号の次に１

号を加える改正規定，同法第177条の改正規定（「，

第20条第１項及び第２項」を削る部分及び「，同法

第24条第７号中「若しくは第30条第２項若しくは」

とあるのは「若しくは」と」を削り，「第175条」

と」の下に「，同法第146条の２中「商業登記法（」

とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和26年法律第198号）第177条において準用する

商業登記法（」と，「商業登記法第145条」とある

のは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条

において準用する商業登記法第145条」と」を加え

る部分を除く。）及び同法第249条第19号の次に１

号を加える改正規定，第34条中信用金庫法の目次の

改正規定（「第48条の８」を「第48条の13」に改め

る部分に限る。），同法第46条第１項の改正規定，

同法第４章第７節中第48条の８の次に５条を加え

る改正規定，同法第65条第２項，第74条から第76条

まで及び第77条第４項の改正規定，同法第85条の改

正規定（前号に掲げる部分を除く。），同法第87条

の４第４項の改正規定並びに同法第91条第１項第

12号の次に１号を加える改正規定，第36条中労働金

庫法第78条から第80条まで及び第81条第４項の改

正規定並びに同法第89条の改正規定（前号に掲げる

部分を除く。），第38条中金融機関の合併及び転換

に関する法律第64条第１項の改正規定，第40条の規

定（同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法

律第14条第２項及び第22条第５項第３号の改正規

定を除く。），第41条中保険業法第41条第１項の改

正規定，同法第49条第１項の改正規定（「規定中」

を「規定（同法第298条（第１項第３号及び第４号

を除く。），第311条第４項並びに第５項第１号及

び第２号，第312条第５項並びに第６項第１号及び

第２号，第314条，第318条第４項，第325条の２並

びに第325条の５第２項を除く。）中「株主」とあ

るのは「総代」と，これらの規定（同法第299条第

１項及び第325条の３第１項第５号を除く。）中」

に改め，「とあり，及び「取締役会設置会社」」を

削り，「相互会社」と，」の下に「これらの規定中」

を加え，「，これらの規定（同法第298条第１項（各

号を除く。）及び第４項，第311条第４項，第312条

第５項，第314条並びに第318条第４項を除く。）中

「株主」とあるのは「総代」と」を削り，「各号を

除く。）及び第４項中」を「第３号及び第４号を除

く。）中「前条第４項」とあるのは「保険業法第45

条第２項」と，「株主」とあるのは「社員又は総代」
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と，「次項本文及び次条から第302条まで」とある

のは「次条及び第300条」と，同条第４項中「取締

役会設置会社」とあるのは「相互会社」と，」に，

「第311条第４項及び第312条第５項」を「第311条

第１項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権

行使書面（保険業法第48条第３項に規定する議決権

行使書面をいう。以下同じ。）に」と，同条第４項

並びに第５項第１号及び第２号並びに同法第312条

第５項並びに第６項第１号及び第２号」に改め，「共

同」を削る部分を除く。），同法第64条第２項及び

第３項の改正規定，同法第67条の改正規定（「，第

48条」を「，第51条」に改め，「支店所在地におけ

る登記，」を削り，「登記）並びに」を「登記），」

に，「第148条」を「第137条」に，「職権抹消，」

を「職権抹消）並びに第139条から第148条まで（」

に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中

「本店」とあるのは「主たる事務所」と，「支店」

とあるのは「従たる事務所」を「第47条第３項中「前

項」とあるのは「保険業法第64条第１項」と，同法

第55条第１項中「会社法第346条第４項」とあるの

は「保険業法第53条の12第４項」と，同法第146条

の２中「商業登記法（」とあるのは「保険業法（平

成７年法律第105号）第67条において準用する商業

登記法（」と，「商業登記法第145条」とあるのは

「保険業法第67条において準用する商業登記法第

145条」と，同法第148条中「この法律に」とあるの

は「保険業法に」と，「この法律の施行」とあるの

は「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。），

同法第84条第１項並びに第96条の14第１項及び第

２項の改正規定，同法第96条の16第４項の改正規定

（「並びに」を「及び」に改め，「及び第４項」を

削る部分に限る。），同法第169条の５第３項を削

る改正規定，同法第171条及び第183条第２項の改正

規定，同法第216条の改正規定（「，第20条第１項

及び第２項（印鑑の提出）」を削り，「第11号及び

第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び

「において」の下に「，同法第12条第１項第５号中

「会社更生法（平成14年法律第154号）」とあるの

は「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」

と」を加える部分を除く。）並びに同法第333条第

１項第17号の次に一号を加える改正規定，第43条中

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162

条第１項後段を削る改正規定並びに同法第335条第

１項後段及び第355条第１項後段を削る改正規定，

第45条中資産の流動化に関する法律第22条第２項

第７号の次に１号を加える改正規定，同条第４項を

削る改正規定，同法第65条第３項の改正規定，同法

第183条第１項の改正規定（「第27条」を「第19条

の３」に，「，印鑑の提出，」を「），第21条から

第27条まで（」に改める部分，「，同法第24条第７

号中「書面若しくは第30条第２項若しくは第31条第

２項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」

と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第３

項」と」の下に「，同法第146条の２中「商業登記

法（」とあるのは「資産の流動化に関する法律（平

成10年法律第105号）第183条第１項において準用す

る商業登記法（」と，「商業登記法第145条」とあ

るのは「資産の流動化に関する法律第183条第１項

において準用する商業登記法第145条」と」を加え

る部分を除く。）及び同法第316条第１項第17号の

次に１号を加える改正規定，第48条の規定，第50条

中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人

格の付与に関する法律第15条の３の改正規定（「（第

３項を除く。）」を削る部分に限る。），第52条，

第53条及び第55条の規定，第56条中酒税の保全及び

酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定（「，

同法第937条第１項中「第930条第２項各号」とある

のは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第

67条第２項各号」と」を削る部分に限る。），同法

第39条，第56条第６項，第57条及び第67条から第69

条までの改正規定，同法第78条の改正規定（前号に

掲げる部分を除く。）並びに同法第83条の改正規定，
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第58条及び第61条の規定，第67条の規定（前号に掲

げる改正規定を除く。），第69条中消費生活協同組

合法第81条から第83条まで及び第90条第４項の改

正規定並びに同法第92条の改正規定（前号に掲げる

部分を除く。），第71条中医療法第46条の３の６及

び第70条の21第６項の改正規定並びに同法第93条

の改正規定（同条第４号中「第51条の３」を「第51

条の３第１項」に改める部分を除く。），第77条の

規定，第80条中農村負債整理組合法第24条第１項の

改正規定（「第17条（第３項ヲ除ク）」を「第17条」

に改める部分に限る。），第81条中農業協同組合法

第36条第７項の改正規定，同法第43条の６の次に１

条を加える改正規定，同法第43条の７第３項の改正

規定及び同法第101条第１項第40号の次に１号を加

える改正規定，第83条中水産業協同組合法第40条第

７項の改正規定，同法第47条の５の次に１条を加え

る改正規定，同法第86条第２項の改正規定及び同法

第130条第１項第38号の次に１号を加える改正規定，

第85条中漁船損害等補償法第 71条から第73条まで

の改正規定及び同法第83条の改正規定（前号に掲げ

る部分を除く。），第87条中森林組合法第50条第７

項の改正規定，同法第60条の３の次に１条を加える

改正規定，同法第60条の４第３項及び第100条第２

項の改正規定並びに同法第122条第１項第12号の次

に１号を加える改正規定，第89条中農林中央金庫及

び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編

及び強化に関する法律第22条第２項の改正規定，第

90条中農林中央金庫法第46条の３の次に１条を加

える改正規定，同法第47条第３項の改正規定及び同

法第100条第１項第16号の次に１号を加える改正規

定，第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規

定，同法第４章第２節第１款及び第２款の款名を削

る改正規定，同法第93条から第95条まで，第96条第

４項及び第97条第１項の改正規定並びに同法第103

条の改正規定（「，第48条」を「，第51条」に，「並

びに第132条」を「，第132条から第137条まで並び

に第139条」に改める部分及び「，同法第48条第２

項中「会社法第930条第２項各号」とあるのは「中

小企業等協同組合法第93条第２項各号」と」を削る

部分に限る。），第96条の規定（同条中商品先物取

引法第18条第２項の改正規定，同法第29条の改正規

定（前号に掲げる部分に限る。）並びに同法第58条，

第77条第２項及び第144条の11第２項の改正規定を

除く。），第98条中輸出入取引法第19条第１項の改

正規定（「第８項」の下に「，第38条の６」を加え

る部分を除く。），第100条の規定（同条中中小企

業団体の組織に関する法律第113条第１項第13号の

改正規定を除く。），第102条中技術研究組合法の

目次の改正規定，同法第８章第２節の節名の改正規

定，同章第３節，第159条第３項から第５項まで及

び第160条第１項の改正規定並びに同法第168条の

改正規定（「，第48条」を「，第51条」に，「並び

に第132条」を「，第132条から第137条まで並びに

第139条」に改め，「第48条第２項中「会社法第930

条第２項各号」とあるのは「技術研究組合法第156

条第２項各号」と，同法第50条第１項，」を削る部

分に限る。），第107条の規定（前号に掲げる改正

規定を除く。）並びに第111条の規定（前号に掲げ

る改正規定を除く。） 会社法改正法附則第１条た

だし書に規定する規定の施行の日 

 

附 則 

（令和２年５月29日法律第33号 外国弁護士によ

る法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を

改正する法律）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して２年６月

を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

 

附 則 

（令和４年６月17日法律第68号 刑法等の一部を
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改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関

する法律）（抄） 

（施行期日） 

１ この法律は，刑法等一部改正法施行日から施行す

る。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に

定める日から施行する。 

⑴ 第509条の規定 公布の日 

 

附 則 

（令和５年６月14日法律第53号 民事関係手続等

における情報通信技術の活用等の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律）（抄） 

この法律は，公布の日から起算して５年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。た

だし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める

日から施行する。 

⑴ 第32章の規定及び第388条の規定 公布の日 

⑵ 第１条中民事執行法第22条第５号の改正規定，

同法第25条の改正規定，同法第26条の改正規定，

同法第29条の改正規定（「の謄本」の下に「又は

電磁的記録に記録されている事項の全部を記録

した電磁的記録」を加える部分を除く。），同法

第91条第１項第３号の改正規定，同法第141条第

１項第３号の改正規定，同法第181条第１項の改

正規定，同条第４項の改正規定，同法第183条の

改正規定，同法第189条の改正規定及び同法第

193条第１項の改正規定，第12条，第33条，第34

条，第36条及び第37条の規定，第42条中組織的

な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法

律第39条第２項の改正規定，第45条の規定（民

法第98条第２項及び第151条第４項の改正規定

を除く。），第47条中鉄道抵当法第41条の改正規

定及び同法第43条第３項の改正規定，第48条及

び第４章の規定，第88条中民事訴訟費用等に関

する法律第２条の改正規定，第91条の規定，第

185条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第12条第３項の改正規定，

第198条の規定並びに第387条の規定 公布の日

から起算して２年６月を超えない範囲内におい

て政令で定める日 

 

 

 

 

 


